
 

 

R８.4 滑川市教育委員会 

なめりかわの子供たちが 

より充実した教育を受けるために 

○チーム担任制の活用 

○チーム学校のサポーター 

・スクールサポートスタッフ、スタディ・メイトによる授業や校務補助 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談体制 

・スクールガードリーダーや交通安全見守り隊等による安全指導　等 

○日課の工夫や学校行事の質の向上 

○統合型校務支援システムの活用 

○保護者連絡アプリ｢tetoru｣の活用によるペーパーレス化 

○「ちょっと聞いて（お話フォーム）」の活用 

○夏季休業中の「学校閉庁日」の設定　　令和８年８月８日(土)～８月１７日(月) 

○「滑川市学校部活動等在り方ガイドライン」の設定（HP 掲載） 

　・週２日以上の休養日の設定（平日 1日、休日 1 日以上） 

　　※　大会等で休養日が設定できない時は、代替日を設定 

・休日の部活動の地域展開（休日の部活動の地域での開催：地域クラブ活動）

滑川市教育委員会　教育総務課、生涯学習・スポーツ課、子育て応援課 

〒936-8601　滑川市寺家町 104 番地 

ＴＥＬ：(076)475-1479（教育総務課） ＦＡＸ：(076)475-9320 

E-mail：kyoiku@city.namerikawa.lg.jp 

≪保護者、地域の皆様へ≫ 

 各学校において、教職員が笑顔で子供たちに向き合い、専門性を最大限に発揮してその成

長を支える、こうした質の高い教育活動を実現するためには、教職員の多忙化解消が不可欠

です。教職員が心身ともに健康で生き生きと働くことができますよう、保護者、地域の皆様の

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【主な取組み】

【夜間・休日、学校閉庁日の電話対応についてのお願い】 
・平日 18 時以降は、翌日以降の勤務時間にご連絡ください。 

・緊急の場合は滑川市役所（076-475-2111）へご連絡ください。


